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商標とは？

商標 ＝ 事業者が、自己の商品・サー
ビスに使用するマーク等

（他人の商品・サービスと区別
するためのもの）

Ｐｏｉｎｔ １

商標は、、、
実は誰もが、無意識のうちに意識し、

生活に密着しているもの



商標の機能

商標の三大機能

①出所表示機能

②品質保証機能

③広告機能

商標の種類

株式会社トンボ鉛筆

えびせんべいの里
登録4944646号他

標準⽂字

ロゴ等

⽴体商標

登録4157614号

善光寺
登録1413859号他

地域団体商標

一色産うなぎ
登録5093218号

常滑焼
登録5018657号

⾳の商標

⾊彩の商標

登録5493891号



商標の紛争事例

ゴンチャロフ製菓株式会社 vs 株式会社Moncher

原告（ゴンチャロフ）商標
登録第1474596号

指定商品 菓子、パン 被告商標
洋菓子の包装、店舗等に使用

2011年7月に変更

VS

若鯱家事件

若鯱家の起源となった店
（Wikipediaより引用）

若鯱家
（登録せず）

登録第3139343号

元従業員が独立して登録

本店鯱乃家
店名変更

Ｐｏｉｎｔ ２

商標を権利として主張する
ためには登録が必要！



Ｐｏｉｎｔ ３

「先願主義」
＝ 原則として先に出願した者が

登録することができる

（ ≠ 使用主義）

登録できない商標

× 自己と他人の商品・役務を区別することができないもの
（普通名称、慣用されている商標、商品の産地など）
→インターネットでいくつもヒットするネーミングは要注意

× 不登録事由に該当するもの
例えば、
・ 他人に既に登録されている商標（類似のものも含む）

（指定商品・指定役務が非類似の場合は登録可能）

・ 公序良俗違反
→ 一般の公序良俗違反よりも広い概念

「××博士」（国家資格と誤認する）
「××大学」（学校教育法で禁止されている）
「坂本龍馬」（歴史上の著名な人物名） など



商標の権利範囲

権利範囲＝商標と指定商品・指定役務の組み合わせで決まる

（特許庁ホームページより引用）

商標の類否判断

称呼

外観

観念

商標の読み方

商標の見た目

商標の意味

登録5125951号
株式会社コスパ
28類 おもちゃ、人形 他

登録1204704号他
株式会社名鉄インプレス
16類 紙製包装用容器 他

登録2183950号
ディズニーエンタープライゼズインク
28類 おもちゃ 他

商標権の寿命

存続期間

不使⽤取消

不正使⽤取消

・存続期間は１０年間（更新可能）
・更新登録は、満了６月前から出願可能
（まとめて何十年分の権利を確保することはできない）

・３年間使用していない商標は第三者が
取消審判を請求可能

・登録してある商標と同一商標を使用して
いた事実を立証しなくてはならない

・故意に他人と紛らわしい態様で商標を
使用すると第三者が取消審判を請求可能



商標登録の手続・費用

商標登録出願

審査

登録査定

登録料納付

登録

更新登録

・ワープロ等で願書を作成、商標見本を貼り付けて出願 印紙代
3,400円
＋区分数×8,600円

印紙代
37,600円×区分数

印紙代
48,500円×区分数10年ごとに更新登録をしないと権利が消滅してしまう！

・登録番号が付与される。
・®をつけることができる。

・拒絶理由が通知されたら、意見書・手続補整書で反論

約６ヶ月

・登録査定から３０日以内

・拒絶理由が解消できなければ拒絶査定

外国での商標登録

日本の商標権は外国には及ばない → 外国でも登録が必要！

⽅法１︓各国に出願 ⽅法２︓国際出願
(マドリッドプロトコル）

⽅法
・⼀国ごと個別に⼿続き
・⽇本出願から６⽉以内なら優先権主張

メリット
・各国ごとに柔軟な対応（指定商品、指定
役務の記載など）

・各国の権利は、完全に独⽴

デメリット
・個別の⼿続きなので費⽤がかかる

⽅法
・⽇本特許庁に国際出願⼿続き
・基礎となる⽇本出願・登録が必要
・利⽤できる国／できない国がある

メリット
・⼀つの⼿続きで国際登録
・国数によっては費⽤⾯で有利

デメリット
・⽇本登録が親ガメ／外国登録が⼦ガメ
（セントラルアタック）
・各国で異議が出たときは、個別対応



ま と め

②商標を権利として主張する
ためには登録が必要

③原則として先に出願した者が
登録することができる

①実は誰もが、無意識のうちに意識し、

生活に密着しているもの


